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   防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 

                  （昭和４９年６月２７日法律第１０１号） 

                   最終改正：平成１９年６月８日法律第８０号 

 

 

 第１章 総則（第１条・第２条）  

 第２章 防衛施設周辺の生活環境等の整備（第３条―第１２条）  

 第３章 損失の補償（第１３条―第１８条）  

 第４章 雑則（第１９条・第２０条）  

 附則  

 

 第１章 総則  

 

 （目的）  

第１条 この法律は、自衛隊等の行為又は防衛施設の設置若しくは運用により生ずる

 障害の防止等のため防衛施設周辺地域の生活環境等の整備について必要な措置を講

 ずるとともに、自衛隊の特定の行為により生ずる損失を補償することにより、関係

 住民の生活の安定及び福祉の向上に寄不することを目的とする。  

 （定義）  

第２条 この法律において「自衛隊等」とは、自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）

 第２条第１項に規定する自衛隊（以下「自衛隊」という。）又は日本国とアメリカ

 合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の

 軍隊をいう。  

２ この法律において「防衛施設」とは、自衛隊の施設又は日本国とアメリカ合衆国

 との間の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく施設及び区域並びに日本国にお

 ける合衆国軍隊の地位に関する協定第２条第１項の施設及び区域をいう。 

  

 第２章 防衛施設周辺の生活環境等の整備  

 

 （障害防止工事の助成）  

第３条 国は、地方公共団体その他の者が自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁

 な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為に

 より生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事

 を行うときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、

 その貹用の全部又は一部を補助するものとする。  

 (1) 農業用施設、林業用施設又は漁業用施設  

 (2) 道路、河川又は海岸  

 (3) 防風施設、防砂施設その他の防災施設  

 (4) 水道又は下水道   
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 (5) その他政令で定める施設  

２ 国は、地方公共団体その他の者が自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実

 施その他政令で定める行為により生ずる音響で著しいものを防止し、又は軽減する

 ため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対し、政令で定

 めるところにより、予算の範囲内において、その貹用の全部又は一部を補助するも

 のとする。  

 (1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校  

 (2) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院、同条

  第２項に規定する診療所又は同法第２条第１項に規定する助産所  

 (3) 前２号の施設に類する施設で政令で定めるもの  

 （住宅の防音工事の助成）  

第４条 国は、政令で定めるところにより自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁

 な実施により生ずる音響に起因する障害が著しいと認めて防衛大臣が指定する防衛

 施設の周辺の区域（以下「第１種区域」という。）に当該指定の際現に所在する住

 宅（人の居住の用に供する建物又は建物の部分をいう。以下同じ。）について、そ

 の所有者又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者がその障害を防止し、

 又は軽減するため必要な工事を行うときは、その工事に関し助成の措置を採るもの

 とする。  

 （移転の補償等）  

第５条 国は、政令で定めるところにより第１種区域のうち航空機の離陸、着陸等の

 ひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指

 定する区域（以下「第２種区域」という。）に当該指定の際現に所在する建物、立

 木竹その他土地に定着する物件（以下「建物等」という。）の所有者が当該建物等

 を第２種区域以外の区域に移転し、又は除却するときは、当該建物等の所有者及び

 当該建物等に関する所有権以外の権利を有する者に対し、政令で定めるところによ

 り、予算の範囲内において、当該移転又は除却により通常生ずべき損失を補償する

 ことができる。  

２ 国は、政令で定めるところにより、第２種区域に所在する土地の所有者が当該土

 地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れること

 ができる。  

３ 国は、地方公共団体その他の者が第２種区域内から住居を移転する者の住宅等の

 用に供する土地に係る道路、水道、排水施設その他の公共施設を整備するときは、

 予算の範囲内において、その整備に関し助成の措置を採ることができる。  

 （緑地帯の整備等）  

第６条 国は、政令で定めるところにより第２種区域のうち航空機の離陸、着陸等のひ

ん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が新たに発生することを防止し、あわ

せてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて防衛大臣が指定

する区域（以下「第３種区域」という。）に所在する土地で前条第２項の規定によ 
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り買い入れたものが緑地帯その他の緩衝地帯として整備されるよう必要な措置を採

るものとする。  

２ 国は、前項の土地以外の第３種区域に所在する土地についても、できる限り、緑

 地帯その他の緩衝地帯として整備されるよう適当な措置を採るものとする。  

 （買い入れた土地の無償使用）  

第７条 国は、第５条第２項の規定により買い入れた土地を、地方公共団体が広場そ

 の他政令で定める施設の用に供するときは、当該地方公共団体に対し、当該土地を

 無償で使用させることができる。  

２ 国有財産法（昭和２３年法律第７３号）第２２条第２項及び第３項の規定は、前

 項の規定により土地を使用させる場合について準用する。  

 （民生安定施設の助成）  

第８条 国は、防衛施設の設置又は運用によりその周辺地域の住民の生活又は事業活

 動が阻害されると認められる場合において、地方公共団体が、その障害の緩和に資

 するため、生活環境施設又は事業経営の安定に寄不する施設の整備について必要な

 措置を採るときは、当該地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、予算の

 範囲内において、その貹用の一部を補助することができる。  

 （特定防衛施設周辺整備調整交付金）  

第９条 防衛大臣は、次に掲げる防衛施設のうち、その設置又は運用がその周辺地域

 における生活環境又はその周辺地域の開発に及ぼす影響の程度及び範囲その他の事

 情を考慮し、当該周辺地域を管轄する市町村がその区域内において行う公共用の施

 設の整備について特に配慮する必要があると認められる防衛施設があるときは、当

 該防衛施設を特定防衛施設として、また、当該市町村を特定防衛施設関連市町村と

 して、それぞれ指定することができる。この場合には、防衛大臣は、あらかじめ、

 関係行政機関の長と協議するものとする。  

 (1) ターボジェット発動機を有する航空機の離陸又は着陸が実施される飛行場  

 (2) 砲撃又は航空機による射撃若しくは爆撃が実施される演習場  

 (3) 港湾  

 (4) その他政令で定める施設  

２ 国は、特定防衛施設関連市町村に対し、政令で定める公共用の施設の整備を行う

 ための貹用に充てさせるため、特定防衛施設の面積、運用の態様等を考慮して政令

 で定めるところにより、予算の範囲内において、特定防衛施設周辺整備調整交付金

 を交付することができる。  

 （資金の融通等）  

第１０条 国は、第３条の工事を行う者又は第８条の措置を採る地方公共団体に対し、

 必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。  

 （国の普通財産の譲渡等）  

第１１条 国は、第３条の工事、第８条の措置又は第９条第２項の整備に係る事業の

 用に供するため必要があると認めるときは、地方公共団体その他の者に対し、普通
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財産を譲渡し、又は貸し付けることができる。  

 （関係行政機関の協力等）  

第１２条 関係行政機関の長は、その所掌事務の遂行に当たつては、防衛施設の周辺

 における生活環境及び産業基盤の整備について、計画的に推進するよう努めるもの

 とする。  

２ 防衛大臣は、関係行政機関の長による前項の整備に係る事務の遂行について、当

 該関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。 

 

 第３章 損失の補償  

 

 （損失の補償）  

第１３条 自衛隊の次に掲げる行為により、従来適法に農業、林業、漁業その他政令

 で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失を受けたときは、国がその損

 失を補償する。  

 (1) 航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施、機甲車両その他重車両のひん繁な使用

  又は艦船若しくは舟艇のひん繁な使用で政令で定めるもの  

 (2) 射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施で政令で定めるもの  

 (3) その他政令で定める行為  

２ 前項の規定は、他の法律により国が損害賠償又は損失補償の責めに任ずべき損失

 については、適用しない。  

３ 第１項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。  

 （損失補償の申請）  

第１４条 前条の規定による損失の補償を受けようとする者は、防衛省令で定めると

 ころにより、その者の住所の所在地を管轄する市町村長（特別区の区長を含む。以

 下この条において同じ。）を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなけれ

 ばならない。  

２ 市町村長は、前項の申請書を受理したときは、その意見を記載した書面を当該申

 請書に添えて、これを防衛大臣に送付しなければならない。  

３ 防衛大臣は、前項の書類を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補

 償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを市町村長を経由して当該申請

 者に通知しなければならない。  

 （異議の申出）  

第１５条 前条第３項の規定による決定に丌服がある者は、同項の通知を受けた日の

 翌日から起算して３０日以内に、防衛省令で定める手続に従い、防衛大臣に対して

 異議を申し出ることができる。  

２ 防衛大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日から３

 ０日以内に改めて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を

 決定し、これを申出人に通知しなければならない。  
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（補償金の交付）  

第１６条 国は、前条第１項の規定による異議の申出がないときは、同項の期間の満

 了の日から３０日以内に、同項の規定による異議の申出があつた場合において同条

 第２項の規定による決定があつたときは、同項の通知の日から３０日以内に、補償

 を受けるべき者に対し、当該補償金を交付する。  

 （増額請求の訴え）  

第１７条 第１５条第２項の規定による決定に丌服がある者は、その決定の通知を受

 けた日から６月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。  

２ 前項の訴えにおいては、国を被告とする。  

 （争訟の方式）  

第１８条 第１４条第３項の規定による決定に丌服がある者は、第１５条第１項及び

 前条第１項の規定によることによつてのみ争うことができる。  

 

 第四章 雑則  

 

 （自衛隊等の航空機以外の航空機の離着陸に対する適用）  

第１９条 第３条第２項及び第４条の規定の適用については、自衛隊等の航空機以外

 の航空機の離陸及び着陸で防衛施設たる飛行場を使用して行われるものは、自衛隊

 等の航空機の離陸及び着陸とみなし、第１３条第１項の規定の適用については、自

 衛隊等の航空機以外の航空機の離陸及び着陸で自衛隊の設置する飛行場を使用して

 行われるものは、自衛隊の航空機の離陸及び着陸とみなす。  

 （事務の区分）  

第２０条 第１４条の規定により市町村（特別区を含む。）が処理することとされて

 いる事務（同条第２項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除

 く。）は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２条第９項第１号に規定する

 第１号法定受託事務とする。  

 

   附 則 抄  

 （施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。  

 （防衛施設周辺の整備等に関する法律の廃止） 

２ 防衛施設周辺の整備等に関する法律（昭和４１年法律第１３５号。以下「旧法」

 という。）は、廃止する。  

 （旧法の廃止に伴う経過措置） 

３ 昭和４８年度以前の年度の予算に係る国の補助金又は補償金等で昭和４９年度以

 降に繰り越されたものに係る旧法第３条若しくは旧法第４条の助成又は旧法第５条

 の移転の補償等については、なお従前の例による。  

４ この法律の施行の際、現に旧法第５条第１項の規定により指定されている区域は、
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第５条第１項の規定により指定された区域とみなす。この場合において、同項の規

 定の適用については、当該区域の指定の時は、旧法第５条第１項の規定により当該

 区域が指定された時とする。  

５ 第６条第１項及び第７条の規定の適用については、旧法第５条第３項の規定によ

 り買い入れた土地は、第５条第２項の規定により買い入れた土地とみなす。  

６ この法律の施行前に旧法第３章の規定によつてした処分、手続その他の行為は、

 第３章の相当規定によつてしたものとみなす。  

 （沖縄県の区域における第八条の規定の適用の特例） 

７ 第８条の規定の沖縄県の区域における適用については、当分の間、同条中「一部」

 とあるのは「全部又は一部」とする。  

   附 則 （昭和５８年１２月１０日法律第８３号） 抄  

 （施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、そ

 れぞれ当該各号に定める日から施行する。  

 (1) 略  

 (2) 第１条から第３条まで、第２１条及び第２３条の規定、第２４条中麻薬取締法

  第２９条の改正規定、第４１条、第４７条及び第５４条から第５６条までの規定

  並びに附則第２条、第６条、第１３条及び第２０条の規定 昭和５９年４月１日 

 （日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法

 律及び防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

第２条 第１条又は第２条の規定の施行前にこれらの規定による改正前の日本国に駐

 留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律（以下この

 条において「特別損失補償法」という。）第２条第１項又は防衛施設周辺の生活環

 境の整備等に関する法律（以下この条において「生活環境整備法」という。）第１

 ４条第１項の規定により損失補償申請書を都道府県知事に提出した者に係る特別損

 失補償法第２条又は生活環境整備法第１４条に規定する手続については、なお従前

 の例による。  

 （その他の処分、申請等に係る経過措置） 

第１４条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この

条及び第１６条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により

された許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）

又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可

等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この

法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることと

なるものは、附則第２条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに

基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施

行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれ

の法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。  
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 附 則 （昭和６０年１２月２７日法律第１０９号） 抄  

 （施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。  

   附 則 （平成４年７月１日法律第８９号） 抄  

 （施行期日） 

第１条 この法律中第１条、次条から附則第１２条まで、附則第１４条、附則第２０条

及び附則第２１条の規定は公布の日から、附則第１３条の規定は看護婦等の人材確

保の促進に関する法律（平成４年法律第８６号）の施行の日から、第２条及び附則

第１５条から第１９条までの規定は公布の日から起算して１年を超えない範囲内に

おいて政令で定める日から施行する。  

   附 則 （平成９年１２月１７日法律第１２５号） 抄  

 （施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定

 める日から施行する。  

   附 則 （平成１１年７月１６日法律第８７号） 抄  

 （施行期日） 

第１条 この法律は、平成１２年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

 規定は、当該各号に定める日から施行する。  

 (1) 第１条中地方自治法第２５０条の次に５条、節名並びに２款及び款名を加える

  改正規定（同法第２５０条の９第１項に係る部分（両議院の同意を得ることに係

  る部分に限る。）に限る。）、第４０条中自然公園法附則第９項及び第１０項の

  改正規定（同法附則第１０項に係る部分に限る。）、第２４４条の規定（農業改

  良助長法第１４条の３の改正規定に係る部分を除く。）並びに第４７２条の規定

 （市町村の合併の特例に関する法律第６条、第８条及び第１７条の改正規定に係る

  部分を除く。）並びに附則第７条、第１０条、第１２条、第５９条ただし書、第

  ６０条第４項及び第５項、第７３条、第７７条、第１５７条第４項から第６項ま

  で、第１６０条、第１６３条、第１６４条並びに第２０２条の規定 公布の日  

 （国等の事務） 

第１５９条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法

 律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理

 し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第１６１条にお

 いて「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又は

 これに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。  

 （処分、申請等に関する経過措置） 

第１６０条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下

 この条及び附則第１６３条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の

 規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」

 という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされ
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ている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）

 で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異な

 ることとなるものは、附則第２条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律

 （これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この

 法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後の

 それぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 

２ この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の

 機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律

 の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づ

 く政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規

 定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続

 をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この

 法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。  

 （丌服申立てに関する経過措置） 

第１６１条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政

 庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政丌服審査法に規定

 する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものにつ

 いての同法による丌服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引

 き続き上級行政庁があるものとみなして、行政丌服審査法の規定を適用する。この

 場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処

 分庁の上級行政庁であった行政庁とする。  

２ 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であ

 るときは、当該機関が行政丌服審査法の規定により処理することとされる事務は、

 新地方自治法第２条第９項第１号に規定する第１号法定受託事務とする。  

 （手数料に関する経過措置） 

第１６２条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づ

 く命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及

 びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。  

 （罰則に関する経過措置） 

第１６３条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前

 の例による。  

 （その他の経過措置の政令への委任） 

第１６４条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置

 （罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。  

２ 附則第１８条、第５１条及び第１８４条の規定の適用に関して必要な事項は、政

 令で定める。  

 （検討） 

第２５０条 新地方自治法第２条第９項第１号に規定する第１号法定受託事務につい
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ては、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表

 第１に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権

 を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。  

第２５１条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できる

 よう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途につい

 て、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ず

 るものとする。  

第２５２条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理

 の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事

 務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果

 に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  

   附 則 （平成１１年１２月２２日法律第１６０号） 抄  

 （施行期日） 

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成１３年１月６日から施行す

 る。  

   附 則 （平成１６年６月９日法律第８４号） 抄  

 （施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定

 める日から施行する。  

 （検討） 

第５０条 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、新法の施行の状

 況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措

 置を講ずるものとする。  

       附 則 （平成１８年１２月２２日法律第１１８号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算し３月を超えない範囲内において政令で定める 

 日から施行する。ただし、附則第３２条第２項の規定は、公布の日から施行する。 

   附 則 （平成１９年６月８日法律第８０号） 抄 

  （施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定め 

 る日から施行する。 

 


